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法学研究科
学生募集要項

法律学専攻
　 博士課程前期

　　　　　　 博士課程後期



試験日程

Ⅰ期募集 Ⅱ期募集 掲載頁

出願期間前における出願資格の
確認・審査申請期間
（締切日必着）

2026年 7 月21日（火）
～ 8 月 6 日（木）

16：00 迄

2026年12月 1 日（火）
～12月1１日（金）

16：00 迄

3 頁，
6 〜11頁

出願期間
（締切日必着）

2026年 8 月17日（月）
～ 8 月27日（木）

16：00 迄

2026年12月16日（水）
～2027年 1 月12日（火）

16：00 迄（※）
3 〜 5 頁

試験日 2026年 9 月26日（土） 2027年 2 月20日（土） 12頁

合格者発表 2026年 9 月28日（月）
10：00

2027年 2 月22日（月）
10：00 14頁

入学手続期間
（締切日必着）

2026年 9 月28日（月）
～11月16日（月）

16：00 迄

2027年 2 月22日（月)
～ 3 月 5 日（金)

16：00 迄
14〜15頁

※�Ⅱ期募集で博士課程後期に出願する場合、出願書類のうち「e.　修士論文または修士論文に相当する業績」（ 5 頁を参
照）については、出願期間中に入学センターに申し出をすることにより、2027年 1 月15日（金）16：00迄提出を猶予
することができる。この場合においても、その他の出願書類については、出願期間中に提出しなければならない（締
切日必着）。
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　成城大学では、出願及び入学手続にあたってお知らせいただいた氏名、住所その他個人情報を、成城学園個人情報保護方針に
基づき適切に管理し、出願処理、入学者選抜実施、合格発表、入学手続、学籍管理業務及びこれらに付随する事項、個人を特定
しない形での統計資料の作成を行うために利用します。
　上記の業務は、その一部を成城大学が委託した業者において行います。業務委託にあたっては、十分な個人情報保護の水準に
ある企業を選定し、漏えいや目的外利用を行わないよう機密保持条項を含む契約により義務づけ、適切な管理を行います。また、
その再委託先についても同様に契約を締結させ、目的外利用を行わないように個人情報の管理を徹底させます。

個人情報の取り扱い

注意：次頁以降の記載において、博士課程前期、博士課程後期を区別していない部分は両者に共通である。
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1   出願について

1 . 募集定員

法律学専攻

博士課程前期 10名（若干名の成城大学学内推薦選考枠を含む）

博士課程後期 5 名（ 2 名の社会人特別枠を含む）

※入学試験はⅠ期（ 9 月）、Ⅱ期（ 2 月）の 2 回行うが、定員は両者を合わせてのものである。

2 . 入試区分

⑴　出願資格
　　�出願資格については、後掲の「（補足説明）出願資格及び出願期間前における出願資格の確認・審査申請

について」（ 6 〜11頁）を参照すること。
⑵　受験要件
　　入試区分ごとの受験要件は、以下の通りとする。

博士課程前期

1 ．一 般 入 試 「博士課程前期の出願資格」（ 6 〜 7 頁（表 １ ））のいずれかに該当する者

2 ．社会人入試
「博士課程前期の出願資格」（ 6 〜 7 頁（表 １ ））のいずれかに該当し、かつ、入学時にお
いて大学卒業等ののち ３ 年以上の実務経験を有する者

3 ．外国人入試
「博士課程前期の出願資格」（ 6 〜 7 頁（表 １ ））のいずれかに該当し、かつ、外国国籍を
有する者

博士課程後期

1 ．一 般 入 試 「博士課程後期の出願資格」（ 8 〜 9 頁（表 ２ ））のいずれかに該当する者

2 ．社会人入試
「博士課程後期の出願資格」（ 8 〜 9 頁（表 ２ ））のいずれかに該当し、かつ、入学時にお
いて大学院博士課程前期修了等ののち ３ 年以上の実務経験を有する者

3 ．外国人入試
「博士課程後期の出願資格」（ 8 〜 9 頁（表 ２ ））のいずれかに該当し、かつ、外国国籍を
有する者

法学研究科　２０２7年度入試要項
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3 . 出願手続

18〜20頁を参照の上、WEB出願システムにより志願者情報等の登録を行い、入学検定料を支払いの上、出願
書類を所定の期日までに本学入学センターに提出すること。

⑴　WEB出願登録期間及び出願書類の提出期間
　　　　　　　Ⅰ　期　2026年 8 月17日（月）～ 8 月27日（木）　16：00締切
　　　　　　　Ⅱ　期　2026年12月16日（水）～2027年 1 月12日（火）　16：00締切
　　　　　　　　　　　�Ⅱ期募集で博士課程後期に出願する場合、出願書類のうち「e. 修士論文または修士

論文に相当する業績」（ 5 頁を参照）については、出願期間中に入学センターに申し
出をすることにより、2027年 1 月15日（金）16：00迄提出を猶予することができる。
この場合においても、その他の出願書類については、出願期間中に提出しなければ
ならない（締切日必着）。

　　受付時間　平　日　 9 ：00～16：00
　　　　　　　※土曜・日曜・祝日・その他大学の休業日（夏期一斉休業期間、年末年始等）を除く。
⑵　場　　所　〒157-8511　東京都世田谷区成城 6 - 1 -20　成城大学入学センター
⑶　入学検定料および支払方法

35,000円（銀行振込に限る）
銀行備えつけの振込用紙、自動振込機（ATM）、ネットバンキングから、検定料をお支払ください。
振込手数料は、出願者がご負担ください。

　　⃝振　込　先　

　※お振込の際、出願者氏名の前に整理番号「３８」を入力（記入）してください。
　　　　　　　　（例）３８　セイジョウ タロウ
　※振込期間　Ⅰ　期　2026年 8 月17日（月）～ 8 月27日（木）　締切日を厳守すること
　　　　　　　Ⅱ　期　2026年12月16日（水）～2027年 1 月12日（火）　締切日を厳守すること
　※原則として、一旦支払われた入学検定料は返還しない。
　　�ただし、返還が認められる場合があるので、詳細は入試情報サイト「成城ブリッジ」の大学院ページ内に

ある「入学検定料の返還」を参照すること。
⑷　出願書類

志願者は、入学検定料を支払のうえ、次の書類を出願期間中に提出して、受験票の交付を受けなければ
ならない。

博士課程前期

ａ．�「博士課程前期の出願資格」（ 6 〜 7 頁（表 １ ））に記載の資格証明書（原本）。卒業または卒業見込
と成績が一体型の証明書（例：卒業見込付成績証明書）でも可。

ｂ．�出身大学（学部）等の成績証明書。卒業または卒業見込と成績が一体型の証明書（例：卒業見込付
成績証明書）でも可。

ｃ．�日本語能力試験のN 1 合格（出願日から遡って 3 年以内）を証明するための、実施機関発行の「日
本語能力試験 認定結果及び成績に関する証明書」原本（コピー不可）。《外国人入試の志願者で日本
語筆記試験の免除を希望する者のみ》

ｄ．在留カードの両面の写し。《日本在住で外国国籍を有する者のみ》
　　パスポートの国籍が記載されたページ（写し）。《日本国外に居住している者のみ》
ｅ．研究計画書（本学所定の用紙）。
ｆ．実務・社会経験報告書（本学所定の用紙）。《社会人入試の志願者のみ》
　　※�e, fの書式については、入試情報サイト「成城ブリッジ」よりダウンロードすること。
ｇ．戸籍抄本。《婚姻等により成績・卒業（修了）証明書等と現姓が異なる者のみ》
　　※�卒業論文または演習テーマについては、該当するものがある場合にのみWEB出願サイト上で入

三井住友銀行　成城支店
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力すること（論文の提出は不要）。
　　※�a, bにつき、原文が日本語または英語以外の言語の場合は、原文と併せて日本語または英語の訳

文を添付すること。訳文は、大使館・自国の公証機関などで認証を受けた原本（コピー不可。日
本語学校の認証は不可）を提出すること。	 
a, bにつき、出身大学・大学院が発行できない場合は入学センターまでご相談ください。

　　※�a, bに代えて、中国の教育機関を卒業・修了し、CHSIの発行する「学歴認証書」及び「成績認
証書」（出身大学（学部）等に関わるもの）を出願期間中に提出する者は、a, bを提出しなくてよ
い。詳しくは11頁を参照のこと。

　　※�長期履修学生制度の利用を希望する場合は、16頁からの「長期履修学生制度」を熟読のうえ、必
要書類を出願と同時に提出すること。

博士課程後期

ａ．「博士課程後期の出願資格」（ 8 〜 9 頁（表 ２ ））に記載の資格証明書（原本）。
ｂ．出身大学（学部）等および出身大学院（博士課程前期）等の成績証明書各 １ 部。
ｃ．�日本語能力試験のN 1 合格（出願日から遡って 3 年以内）を証明するための、実施機関発行の「日

本語能力試験 認定結果及び成績に関する証明書」原本（コピー不可）。《外国人入試の志願者で日本
語筆記試験の免除を希望する者のみ》

ｄ．在留カードの両面の写し。《日本在住で外国国籍を有する者のみ》
　　パスポートの国籍が記載されたページ（写し）。《日本国外に居住している者のみ》
ｅ．修士論文または修士論文に相当する業績（表紙に氏名を明記のうえ、 3 部提出のこと）。
　　※ただし、本研究科において本年度に修士論文の審査を受けた学生は論文を提出しなくてもよい。
　　※�外国人入試における「修士論文または修士論文に相当する業績」が日本語以外によるものである

場合には問い合わせのこと。
　　※提出された論文または業績は原則として返却しない。
ｆ．研究計画書（本学所定の用紙）。
ｇ．実務・社会経験報告書（本学所定の用紙）。《社会人入試の志願者のみ》
　　※�f, gの書式については、入試情報サイト「成城ブリッジ」よりダウンロードすること。
ｈ．戸籍抄本。《婚姻等により成績・卒業（修了）証明書等と現姓が異なる者のみ》
　　※�a, bにつき、原文が日本語または英語以外の言語の場合は、原文と併せて日本語または英語の訳

文を添付すること。訳文は、大使館・自国の公証機関などで認証を受けた原本（コピー不可。日
本語学校の認証は不可）を提出すること。	 
a, bにつき、出身大学・大学院が発行できない場合は入学センターまでご相談ください。

　　※�a, bに代えて、中国国内の教育機関を卒業・修了し、CHSIの発行する「学歴認証書」及び「成
績認証書」（出身大学（学部）等及び出身大学院（博士課程前期）等に関わるもの各 1 部）を出願
期間中に提出する者は、a, bを提出しなくてよい。詳しくは11頁を参照のこと。

　　※�長期履修学生制度の利用を希望する場合は、16頁からの「長期履修学生制度」を熟読のうえ、必
要書類を出願と同時に提出すること。

⑸　提出方法その他
前記出願書類は、直接来学して提出するか、あるいは書留郵便で郵送すること（締切日必着）。
提出した書類は、理由のいかんを問わず返付しない。

⑹　受験票交付
入学検定料・出願書類の確認が取れた後、WEB出願システムにて受験票を交付する。
試験日の 1 週間前までに受験票交付メールがない場合は、入学センターへ連絡すること。

⑺　障がい等のある方
障がいや疾病等により、本学の受験・修学に際して配慮を必要とする場合は、出願に先立ち、事前に以
下のホームページを参照し、本学入学センターに相談すること。日常生活において、補聴器・車椅子等
を使用している方で、試験当日も同様に使用する場合は、試験場設定等の関係から、必ず申請すること。
https://admission.seijo.ac.jp/graduate/senbatsu/care
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（補足説明）出願資格及び出願期間前における出願資格の確認・審査申請について

成城大学大学院法学研究科に出願することができるのは、博士課程前期については（表 １ ）に掲げるいずれ
かの出願資格に該当する者、博士課程後期については（表 ２ ）に掲げるいずれかの出願資格に該当する者で
す。また、各出願資格を証明するために必要となる資格証明書も、（表 １ ）及び（表 ２ ）に示すとおりです。
詳細をよく確認してください。なお、資格証明書は、各機関が発行する書類です。

A . 博士課程前期   の出願資格

（表 １ ） 2027年度入学に係る博士課程前期の出願資格並びに対応する資格証明書及び出願期間前の審査等の有無

出願資格 資格証明書 出願期間前の審査等の有無

（ １ ）日本の大学（注 1 ）を卒業した者、又は2027年 3 月31日までに卒業見込みの者 卒業又は卒業見込証明書 無

（ ２ ）�大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者、又は2027年 3 月31日までに授与される見込みの者 学位授与又は学位授与見込証明書 無

（ ３ ）外国において、学校教育における16年の課程を修了した者、又は2027年 3 月31日までに修了見込みの者
当該課程の修了又は修了見込証明書
＊国や学校により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
証明書類の確認

（ただし（注 3 ）に該当する者は除く）

（ ４ ）�外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16
年の課程を修了した者、又は2027年 3 月31日までに修了見込みの者

当該課程の修了又は修了見込証明書
＊国や学校により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
証明書類の確認

（ ５ ）�我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるも
のに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大
臣が指定するもの（以下「文部科学大臣指定外国大学日本校」という。）の当該課程を修了した者、又は2027年 3
月31日までに修了見込みの者

文部科学大臣指定外国大学日本校の課程の修了又は修了見込証明書
有

証明書類の確認

（ ６ ）�外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認
証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が指定するものに限る。）におい
て、修業年限が 3 年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国に
おいて履修することにより当該課程を修了すること及び文部科学大臣指定外国大学日本校において課程を修了する
ことを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者、又は2027年 3 月31日までに授与される見込み
の者

文部科学大臣が指定する外国の大学等で修業年限が ３ 年以上の課程を修了
したことによる学士の学位に相当する学位授与又は学位授与見込証明書

有
証明書類の確認

（ ７ ）�専修学校の専門課程（修業年限が ４ 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）
で文部科学大臣が指定するもの（以下「文部科学大臣指定専修学校専門課程」という。）を文部科学大臣が定める
日以後に修了した者、又は2027年 3 月31日までに修了見込みの者

課程修了又は課程修了見込証明書
有

証明書類の確認

（ ８ ）�学校教育法施行規則第155条第 1 項第 6 号に規定する文部科学大臣の指定した者（注 2 ）、又は2027年 3 月31日までに
この資格を満たす見込みの者

卒業又は卒業見込証明書
有

証明書類の確認

（ ９ ）�学校教育法第102条第 2 項の規定により大学院に入学した者であって、本学大学院において、大学院における教育
を受けるにふさわしい学力があると認めた者

他大学院に飛び入学した証明書
飛び入学した大学院の成績証明書
＊個人の状況により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
学力の確認

（10）�本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、入学
時において22歳に達した者

最終学歴の卒業証明書
最終学歴の成績証明書
研究成果等（論文、評論等）
＊個人の状況により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
入学資格の審査

（注 １ ）上記（ １ ）の「日本の大学」とは、学校教育法第83条に規定する大学を指す。
（注 ２ ）�上記（ ８ ）の「学校教育法施行規則第155条第 1 項第 6 号に規定する文部科学大臣の指定した者」とは、昭和28年文部省

告示第 5 号により指定される大学院の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者である。なお、
この資格又は2027年 3 月31日までにこの資格を満たす見込みの者には、以下に示す者が含まれる。
・�防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校又は海上保安大学校を卒業した者、又は2027年 3 月31日までに卒業見込みの者
・職業能力開発総合大学校の長期課程を修了した者、又は2027年 3 月31日までに修了見込みの者
・気象大学校の大学部を卒業した者、又は2027年 3 月31日までに卒業見込みの者

（注 3 ）�中国の教育機関を卒業・修了し、CHSIの発行する「学歴認証書」及び「成績認証書」を出願期間中に提出する者は、出
願期間前の「出願資格の確認・審査」を受ける必要は無い。詳しくは11頁を参照のこと。

※その他の注意等
①上記（ ３ ）の「外国において、学校教育における16年の課程を修了した者、又は2027年 3 月31日までに修了見込みの者」と

は、「日本国外の正規の学校教育における16年目の課程を修了した者、又は見込みの者」という意味です。16年間教育を受
けたかではなく、「16年目の課程を修了しているかどうか、修了する見込みかどうか」で判断します。

②上記（ １ ）から（10）までのいずれの出願資格にも該当しない場合は、博士課程前期の出願資格に該当しません。たとえば、
中国における 3 年制の高等教育機関（専科大学・職業学院等）のみ卒業して学士の学位を授与されていない場合は、出願
資格に該当しません。
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出願資格 資格証明書 出願期間前の審査等の有無

（ １ ）日本の大学（注 1 ）を卒業した者、又は2027年 3 月31日までに卒業見込みの者 卒業又は卒業見込証明書 無

（ ２ ）�大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者、又は2027年 3 月31日までに授与される見込みの者 学位授与又は学位授与見込証明書 無

（ ３ ）外国において、学校教育における16年の課程を修了した者、又は2027年 3 月31日までに修了見込みの者
当該課程の修了又は修了見込証明書
＊国や学校により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
証明書類の確認

（ただし（注 3 ）に該当する者は除く）

（ ４ ）�外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16
年の課程を修了した者、又は2027年 3 月31日までに修了見込みの者

当該課程の修了又は修了見込証明書
＊国や学校により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
証明書類の確認

（ ５ ）�我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるも
のに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大
臣が指定するもの（以下「文部科学大臣指定外国大学日本校」という。）の当該課程を修了した者、又は2027年 3
月31日までに修了見込みの者

文部科学大臣指定外国大学日本校の課程の修了又は修了見込証明書
有

証明書類の確認

（ ６ ）�外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認
証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が指定するものに限る。）におい
て、修業年限が 3 年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国に
おいて履修することにより当該課程を修了すること及び文部科学大臣指定外国大学日本校において課程を修了する
ことを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者、又は2027年 3 月31日までに授与される見込み
の者

文部科学大臣が指定する外国の大学等で修業年限が ３ 年以上の課程を修了
したことによる学士の学位に相当する学位授与又は学位授与見込証明書

有
証明書類の確認

（ ７ ）�専修学校の専門課程（修業年限が ４ 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）
で文部科学大臣が指定するもの（以下「文部科学大臣指定専修学校専門課程」という。）を文部科学大臣が定める
日以後に修了した者、又は2027年 3 月31日までに修了見込みの者

課程修了又は課程修了見込証明書
有

証明書類の確認

（ ８ ）�学校教育法施行規則第155条第 1 項第 6 号に規定する文部科学大臣の指定した者（注 2 ）、又は2027年 3 月31日までに
この資格を満たす見込みの者

卒業又は卒業見込証明書
有

証明書類の確認

（ ９ ）�学校教育法第102条第 2 項の規定により大学院に入学した者であって、本学大学院において、大学院における教育
を受けるにふさわしい学力があると認めた者

他大学院に飛び入学した証明書
飛び入学した大学院の成績証明書
＊個人の状況により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
学力の確認

（10）�本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、入学
時において22歳に達した者

最終学歴の卒業証明書
最終学歴の成績証明書
研究成果等（論文、評論等）
＊個人の状況により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
入学資格の審査

（注 １ ）上記（ １ ）の「日本の大学」とは、学校教育法第83条に規定する大学を指す。
（注 ２ ）�上記（ ８ ）の「学校教育法施行規則第155条第 1 項第 6 号に規定する文部科学大臣の指定した者」とは、昭和28年文部省

告示第 5 号により指定される大学院の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者である。なお、
この資格又は2027年 3 月31日までにこの資格を満たす見込みの者には、以下に示す者が含まれる。
・�防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校又は海上保安大学校を卒業した者、又は2027年 3 月31日までに卒業見込みの者
・職業能力開発総合大学校の長期課程を修了した者、又は2027年 3 月31日までに修了見込みの者
・気象大学校の大学部を卒業した者、又は2027年 3 月31日までに卒業見込みの者

（注 3 ）�中国の教育機関を卒業・修了し、CHSIの発行する「学歴認証書」及び「成績認証書」を出願期間中に提出する者は、出
願期間前の「出願資格の確認・審査」を受ける必要は無い。詳しくは11頁を参照のこと。

※その他の注意等
①上記（ ３ ）の「外国において、学校教育における16年の課程を修了した者、又は2027年 3 月31日までに修了見込みの者」と

は、「日本国外の正規の学校教育における16年目の課程を修了した者、又は見込みの者」という意味です。16年間教育を受
けたかではなく、「16年目の課程を修了しているかどうか、修了する見込みかどうか」で判断します。

②上記（ １ ）から（10）までのいずれの出願資格にも該当しない場合は、博士課程前期の出願資格に該当しません。たとえば、
中国における 3 年制の高等教育機関（専科大学・職業学院等）のみ卒業して学士の学位を授与されていない場合は、出願
資格に該当しません。
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B . 博士課程後期   の出願資格
（表 ２ ）2027年度入学に係る博士課程後期の出願資格並びに対応する資格証明書及び出願期間前の審査等の有無

出願資格 資格証明書 出願期間前の審査等の有無

（ １ ）�日本の大学（注 1 ）において授与された修士の学位を有する者、又は2027年 3 月31日までに当該学位を授与される見
込みの者

修了又は修了見込証明書 無

（ ２ ）�日本の大学（注 １ ）において専門職大学院課程修了者に対して授与された学位（注 2 ）（以下「専門職学位」という。）を
有する者、又は2027年 3 月31日までに当該学位を授与される見込みの者

学位授与又は学位授与見込証明書 無

（ ３ ）�外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者、又は2027年 3 月31日までに当該学位を授
与される見込みの者

学位授与又は学位授与見込証明書
＊国や学校により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
証明書類の確認

（ただし（注 4 ）に該当する者は除く）

（ ４ ）�外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位
を授与された者、又は2027年 3 月31日までに当該学位を授与される見込みの者

学位授与又は学位授与見込証明書
＊国や学校により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
証明書類の確認

（ ５ ）�我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施
設であって、文部科学大臣が指定するもの（以下「文部科学大臣指定外国大学（大学院相当）日本校」という。）
の当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者、又は2027年 3 月31日までに当該
学位を授与される見込みの者

文部科学大臣指定外国大学（大学院相当）日本校の学位授与又は学位授与
見込証明書

有
証明書類の確認

（ ６ ）�国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者、又は2027年 3 月31日までに当該学位を
授与される見込みの者

学位授与又は学位授与見込証明書
＊個人の状況により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
証明書類の確認

（ ７ ）学校教育法施行規則第156条第 ６ 号に規定する文部科学大臣の指定した者（注 3 ）

日本の大学における卒業証明書又は外国において学校教育における16年の
課程の修了証明書
大学、研究所等において 2 年以上研究に従事したことの証明書類
研究成果等（論文、評論等）
＊個人の状況により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
学力の確認

（ ８ ）�本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力がある
と認めた者で、入学時において24歳に達した者

最終学歴の卒業証明書
最終学歴の成績証明書
研究成果等（論文、評論等）
＊個人の状況により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
入学資格の審査

（注 １ ）上記（ １ ）及び（ ２ ）並びに下記（注 ３ ）の「日本の大学」とは、学校教育法第83条に規定する大学を指す。
（注 ２ ）�上記（ ２ ）の「専門職大学院課程修了者に対して授与された学位」とは、学校教育法第104条第 3 項に規定する専門職大

学院の課程を修了した者に対し授与された、学位規則第 5 条の 2 に規定する学位を指す。
（注 ３ ）�上記（ ７ ）の「学校教育法施行規則第156条第 6 号に規定する文部科学大臣の指定した者」とは、平成元年文部省告示第

118号により指定される大学院の入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者であり、以下
に示す者である。
・�日本の大学（注 １ ）を卒業し、大学、研究所等において、 2 年以上研究に従事した者で、本学大学院において、当該研究

の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
・�外国において学校教育における16年の課程を修了した後、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国に

おいて履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後、大学、研究所等において、 2 年以上
研究に従事した者で、本学大学院において、当該研究の成果等により修士の学位を有する者と同等以上の学力があると
認めた者

（注 4 ）�中国の教育機関を卒業・修了し、CHSIの発行する「学歴認証書」及び「成績認証書」を出願期間中に提出する者は、
出願期間前の「出願資格の確認・審査」を受ける必要は無い。詳しくは11頁を参照のこと。
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出願資格 資格証明書 出願期間前の審査等の有無

（ １ ）�日本の大学（注 1 ）において授与された修士の学位を有する者、又は2027年 3 月31日までに当該学位を授与される見
込みの者

修了又は修了見込証明書 無

（ ２ ）�日本の大学（注 １ ）において専門職大学院課程修了者に対して授与された学位（注 2 ）（以下「専門職学位」という。）を
有する者、又は2027年 3 月31日までに当該学位を授与される見込みの者

学位授与又は学位授与見込証明書 無

（ ３ ）�外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者、又は2027年 3 月31日までに当該学位を授
与される見込みの者

学位授与又は学位授与見込証明書
＊国や学校により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
証明書類の確認

（ただし（注 4 ）に該当する者は除く）

（ ４ ）�外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位
を授与された者、又は2027年 3 月31日までに当該学位を授与される見込みの者

学位授与又は学位授与見込証明書
＊国や学校により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
証明書類の確認

（ ５ ）�我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施
設であって、文部科学大臣が指定するもの（以下「文部科学大臣指定外国大学（大学院相当）日本校」という。）
の当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者、又は2027年 3 月31日までに当該
学位を授与される見込みの者

文部科学大臣指定外国大学（大学院相当）日本校の学位授与又は学位授与
見込証明書

有
証明書類の確認

（ ６ ）�国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者、又は2027年 3 月31日までに当該学位を
授与される見込みの者

学位授与又は学位授与見込証明書
＊個人の状況により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
証明書類の確認

（ ７ ）学校教育法施行規則第156条第 ６ 号に規定する文部科学大臣の指定した者（注 3 ）

日本の大学における卒業証明書又は外国において学校教育における16年の
課程の修了証明書
大学、研究所等において 2 年以上研究に従事したことの証明書類
研究成果等（論文、評論等）
＊個人の状況により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
学力の確認

（ ８ ）�本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力がある
と認めた者で、入学時において24歳に達した者

最終学歴の卒業証明書
最終学歴の成績証明書
研究成果等（論文、評論等）
＊個人の状況により、その他の証明書類の提出を求めることがある。

有
入学資格の審査

（注 １ ）上記（ １ ）及び（ ２ ）並びに下記（注 ３ ）の「日本の大学」とは、学校教育法第83条に規定する大学を指す。
（注 ２ ）�上記（ ２ ）の「専門職大学院課程修了者に対して授与された学位」とは、学校教育法第104条第 3 項に規定する専門職大

学院の課程を修了した者に対し授与された、学位規則第 5 条の 2 に規定する学位を指す。
（注 ３ ）�上記（ ７ ）の「学校教育法施行規則第156条第 6 号に規定する文部科学大臣の指定した者」とは、平成元年文部省告示第

118号により指定される大学院の入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者であり、以下
に示す者である。
・�日本の大学（注 １ ）を卒業し、大学、研究所等において、 2 年以上研究に従事した者で、本学大学院において、当該研究

の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
・�外国において学校教育における16年の課程を修了した後、又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国に

おいて履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後、大学、研究所等において、 2 年以上
研究に従事した者で、本学大学院において、当該研究の成果等により修士の学位を有する者と同等以上の学力があると
認めた者

（注 4 ）�中国の教育機関を卒業・修了し、CHSIの発行する「学歴認証書」及び「成績認証書」を出願期間中に提出する者は、
出願期間前の「出願資格の確認・審査」を受ける必要は無い。詳しくは11頁を参照のこと。
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C . 出願期間前における出願資格の確認・審査申請期間

（表 １ ）の（ ３ ）から（10）まで又は（表 ２ ）の（ ３ ）から（ ８ ）までのいずれかの出願資格で出願しようと
する者は、出願期間前に、資格証明書の確認、学力確認、又は入学資格審査がそれぞれ必要となります。表
３ 「出願期間前における出願資格の確認・審査申請期間」内に成城大学入学センターに申請してください。
※�11頁の「中国の教育機関を卒業・修了された方へ」に該当し、CHSIの「成績認証書」及び「学歴認証書」

を出願書類として提出する者は、出願期間前における出願資格の確認審査は不要です。

（表 ３ ）2027年度入学に係る出願期間前における出願資格の確認・審査申請期間

募集時期 確認・審査申請期間

Ⅰ　期 7 月21日（火）～ 8 月 6 日（木）16：00まで（必着）

Ⅱ　期 12月 1 日（火）～12月1１日（金）16：00まで（必着）

D . 提出書類

出願資格の確認・審査申請時に必要な書類は、（表 ４ ）のとおりです。所定の様式は、「成城大学入試情報サ
イト　成城ブリッジ（https://admission.seijo.ac.jp/）」に掲載していますので、ファイルをダウンロード
して印刷し、必要事項を記入の上、メールに添付して提出してください。
　　書類送付先：成城大学入学センター　　admission@seijo.jp

（表 ４ ）2027年度入学に係る出願期間前における出願資格の確認・審査申請必要書類

提出が必要である書類 備考

（ア）出願期間前における出願資格の確認・審査申請書 本学所定の様式

（イ）履歴書 本学所定の様式

（ウ）�自身が該当する表 １ 又は表 ２ 中の番号（出願資格）
の資格証明書欄に記載されている資格証明書の 
コピー

出願資格の確認・審査申請時において、証明書類
の原本を提出する必要はありません。
なお、原本は、本出願時にご提出いただきます。

※�資格証明書の原文が日本語又は英語以外の言語である場合は、原文と併せて日本語又は英語による訳文を付けてください。
訳文については、大使館などの公的機関で認証を受けてから提出してください。

※�出願資格及びその資格証明書等について疑問がある場合は、「出願期間前における出願資格の確認・審査申請期間」以前の、
できるだけ早い時期に、入学センターまでお問合せください。
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E . 中国の教育機関を卒業・修了された方へ

　中国において、 ４ 年制の高等教育機関（大学（本科））を卒業して学士の学位を授与されている志願者、及
び大学院の課程を修了して修士の学位を授与されている志願者は、出願期間中にCHSI（中国高等教育学生
信息網）又はCHSI中国学歴・学籍認証センター日本代理機構が発行する「学歴認証書」及び「成績認証書」
を提出することで、出願資格の確認に代えることが可能です。その場合、「出願期間前における出願資格の確
認・審査」（10頁）を受ける必要はありません。また、出願書類のa, b（博士課程前期については 4 頁、博士
課程後期については 5 頁を参照のこと）を提出する必要はありません。下記⑴から⑶までに記す手続きに
従って、書類を提出してください。
　なお、出身大学が発行する書類での出願資格の審査を希望する場合は、10頁の事前審査が必要になります
ので、必ず審査を受けてください。

⑴　提出書類
　　�中国のCHSI（中国高等教育学生信息網）又はCHSI中国学歴・学籍認証センター日本代理機構が発行す

る、次の 2 種類の認証書類を提出してください。ただし、いずれも 英語版のみを有効 とします（中国
語版は、受け付けません）。

　　 1 学歴認証書（Verification Report of China Higher Education Qualification Certificate）
　　 2 成績認証書（Verification Report of China Higher Education Student's Academic Transcript）

⑵　提出方法
　　�中国のCHSI（中国高等教育学生信息網）又はCHSI中国学歴・学籍認証センター日本代理機構に志願者

自身で申請し、「学歴認証書」と「成績認証書」の両方を、 出願期間内 に成城大学入学センターに直送
されるよう手配してください。

　　⃝提出先　

⑶　注意事項
・�提出書類について、博士課程前期志願者は「学士」の「学歴認証書」及び「成績認証書」を、博士課

程後期志願者は「学士」と「修士」の「成績認証書」及び修士の「学歴認証書」を提出してください。
・�認証書類（「学歴認証書」と「成績認証書」）は、発行元から本学に直送されるもののみを有効としま

す。志願者等から本学へ転送された場合は、無効とします。
・�認証書類の発行には、数週間から数か月程度かかる場合があります。余裕をもって準備し手配してく

ださい。

成城大学入学センター
〒157-8511　東京都世田谷区成城 6 - 1 -20
Tel：03-3482-9100　　E-mail：admission@seijo.jp
受付時間：�平日 9 時〜16時
　（土曜・日曜・祝日・その他大学の休業日（夏期一斉休業期間、年末年始等）を除く）
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2   試験について

1 . 試験日

　Ⅰ　期　　2026年 9 月26日（土）
　Ⅱ　期　　2027年 2 月20日（土）

試験時間割
集合時刻 外国語科目筆記試験 専門科目筆記試験 面接・口述試験

一般入試
（博士課程前期） 10：00

10：20～12：20
（外国語・専門 1 科目）

または
（専門 2 科目）

14：00（予定）～

一般入試
（博士課程後期） 8 ：40 9 ：00～10：00

（外国語） 11：00（予定）～

社会人入試
（博士課程前期） 10：00 10：20～11：20

（専門 1 科目） 14：00（予定）～

社会人入試
（博士課程後期） 8 ：40 9 ：00（予定）～

外国人入試
（博士課程前期） 8 ：40 9 ：00～10：00

（日本語）
10：20～11：20
（専門 1 科目） 14：00（予定）～

外国人入試
（博士課程後期） 8 ：40 9 ：00～10：00

（日本語） 11：00（予定）～

学内推薦入試 8 ：40 9 ：00（予定）～

※面接・口述試験の開始時刻は変更となる場合がある。
※受験者は、試験開始10分前までに所定の試験場に入ること。
※試験開始時刻に遅刻した場合は、試験開始時刻後20分以内の遅刻に限り、受験を認める。

2 . 集合場所

試験時間割に示される所定の集合時刻に大学 5 号館（巻末「大学校舎案内」参照）に集合のこと。
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3 . 選抜方法

選抜は以下の試験の結果および出願書類の審査により行う。

博士課程前期

（ 1 ）一 般 入 試

ａ．筆 記 試 験：外国語科目 1 科目・専門科目 1 科目または専門科目 2 科目の筆記試験。
　　外国語科目：英語、独語、仏語のうちから 1 カ国語を選ぶこと。
　　※��語学辞書の持ち込みを認める（本学での辞書の貸与はない）。ただし、電子辞書

は使用できない。
　　　�なお、試験開始前に監督者が辞書を確認し、専門科目に関わる書き込みが認めら

れた場合には、辞書の使用を認めないことがある。
　　専 門 科 目：�受験型に応じて、次に掲げる受験科目のうちから 1 科目または 2 科目

を出願時に選ぶこと。
　　　　　　　　《外国語科目 1 科目・専門科目 1 科目型の場合》
　　　　　　　　　受験者が入学後専攻しようとする科目 1 つ
　　　　　　　　《専門科目 2 科目型の場合》
　　　　　　　　　受験者が入学後専攻しようとする科目およびそれ以外の科目 1 つ
　　　　　　　　　受験科目：�憲法、行政法、行政学、民法、商法、刑法、民事訴訟法、
　　　　　　　　　　　　　　刑事訴訟法、労働法、国際法、国際関係論、国際政治史
　　　　　　　　　※六法は、本学が貸与するもののみ使用を認める。
　　　　　　　　　※�上記の受験型のいずれであっても、本学博士課程後期への進学を

希望する場合には、博士課程後期一般入試における外国語科目筆
記試験の受験が必須である。

ｂ．専門科目についての面接・口述試験。
ｃ．志望動機、研究計画その他についての面接・口述試験。

（ 2 ）社会人入試
ａ．�専門科目 1 科目の筆記試験および面接・口述試験。受験科目は、上記⑴一般入試に

掲げたうちから、受験者が入学後専攻しようとする科目 1 つを出願時に選ぶこと。
ｂ．志望動機、研究計画、実務・社会経験その他についての面接・口述試験。

（ 3 ）外国人入試

ａ．日本語の筆記試験。
　　※�語学辞書の持ち込みを認める（本学での辞書の貸与はない）。ただし、電子

辞書は使用できない。
　　※�過去 3 年以内に日本語能力試験（JLPT）のN 1 に合格している者は、実施

機関発行の「日本語能力試験 認定結果及び成績に関する証明書」原本（コ
ピー不可）の提出があれば日本語筆記試験を免除する。

ｂ．�専門科目 1 科目の筆記試験および面接・口述試験。受験科目は、上記⑴一般入
試に掲げたうちから、受験者が入学後専攻しようとする科目 1 つを出願時に選
ぶこと。

ｃ．志望動機、研究計画その他についての面接・口述試験。

博士課程後期

（ 1 ）一 般 入 試

ａ．外国語科目
　　�英語、独語、仏語のうちから、受験者が選ぶ 1 か国語の筆記試験。科目は出願時に

選ぶこと。
　　※�語学辞書の持ち込みを認める（本学での辞書の貸与はない）。ただし、電子辞書

は使用できない。
ｂ．修士論文または修士論文に相当する業績および専攻分野についての面接・口述試験。
ｃ．研究計画その他についての面接・口述試験。
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（ 2 ）社会人入試
ａ．修士論文または修士論文に相当する業績および専攻分野についての面接・口述試験。
ｂ．研究計画、実務・社会経験その他についての面接・口述試験。

（ 3 ）外国人入試

ａ．日本語の筆記試験。出願時に日本語を選ぶこと。
　　※�語学辞書の持ち込みを認める（本学での辞書の貸与はない）。ただし、電子

辞書は使用できない。
　　※�過去 3 年以内に日本語能力試験（JLPT）のN 1 に合格している者は、実施

機関発行の「日本語能力試験 認定結果及び成績に関する証明書」原本（コ
ピー不可）の提出があれば日本語筆記試験を免除する。

ｂ．修士論文に相当する業績および専攻分野についての面接・口述試験。
ｃ．研究計画その他についての面接・口述試験。

4 . 合格者発表

　Ⅰ　期　　2026年 9 月28日（月）10：00
　Ⅱ　期　　2027年 2 月22日（月）10：00
　合格者の発表は、発表当日に本学オフィシャルサイト（https://www.seijo.ac.jp）に掲載する。電話等
による合否に関する問い合わせには一切応じない。
　入学手続はWEB出願サイト上で行うこと。詳細は入学手続要項を確認すること。入学手続に際しては、
本学で交付する書類以外に、以下の書類が必要になるので用意すること。
ａ）�博士課程前期入学者は卒業証明書、博士課程後期入学者は学位取得単位証明書（修了証明書）を2027年

3 月25日（木）16：00までに提出のこと（出願時に提出した場合は不要）。
ｂ）学生証氏名記載にかかわる公的書類（学生証の氏名は漢字またはカナ表記）
　　�住民票または住民票記載事項証明書 1 通（どちらも本人に関する記載のみ、マイナンバーおよび本籍の

記載は不要）。
　　�漢字圏の外国人は、漢字氏名が記載されている在留カードの写しを、その他の外国人については、カナ

氏名が記載されている住民票を提出すること。

3   入学手続について

1 . 手続期間

入学手続は、次の期間内に完了すること（締切日必着）。

入学手続期間

Ⅰ　期 2026年 9 月28日（月）～11月16日（月）16：00まで

Ⅱ　期 2027年 2 月22日（月）～ 3 月 5 日（金）16：00まで

日本国籍を有しない海外在住のみなさんへ
※�日本国籍を有しない方が本学に入学するには、出入国管理及び難民認定法において、大学院入学に支障の

ない在留資格を現に有するか、入学時までに取得できることが必要です。
※入学時までに上記在留資格を取得できない場合は入学許可を取り消します。
※�「短期滞在ビザ」で受験し合格した場合、本学の発行する「入学許可書」（入学手続完了後申請を受けて

1 週間程度で発行）を使用し、自国に戻って「留学」ビザを取得する必要があり、ビザの取得には 1 ヶ月
～ 3 ヶ月ほどの時間がかかります。

※以上から、「短期滞在ビザ」でのⅡ期入試への出願は避けることを強くお勧めします。
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2 . 学費

2026年度入学者入学年次納付金は以下のとおりであるが、2027年度については、金額・納付方法等について
一部変更する場合がある。

2026年度入学者入学年次納付金一覧（参考）

科目 学外者 学内者 備考

博士課程前期

入 学 金 150,000円 免除 入学年次のみ徴収

授 業 料 570,000円 570,000円 分
割

1 期のみ　　150,000円
2 〜 4 期　各140,000円

施 設 費 65,000円 65,000円 毎年徴収

法 学 会 費 2,000円 2,000円 毎年徴収

合 計 787,000円 637,000円

博士課程後期

入 学 金 150,000円 免除 入学年次のみ徴収

授 業 料 507,000円 507,000円 分
割

1 期のみ　　132,000円
2 〜 4 期　各125,000円

施 設 費 65,000円 65,000円 2 年次まで徴収

法 学 会 費 2,000円 2,000円 毎年徴収

合 計 724,000円 574,000円

（注） 1 ．授業料は年 4 回に分割納付することができる。
分割納付の場合の初回納付金は、次のとおり。

博士課程前期学外者　367,000円　　　博士課程前期学内者　217,000円
博士課程後期学外者　349,000円　　　博士課程後期学内者　199,000円

2 ．入学金は入学年次のみ徴収。本学卒業者（学内者）は原則入学金※を免除する。
　　※入学金免除については、直近の学歴が本学を卒業または修了したことを要件とする。
3 ．�外国人留学生で授業料等減免制度の利用を希望する者は、合格者発表日以降に、大学 9 号館 1 階国際センターで当該制

度についての説明を受けた後、所定の手続（納付金の振込と入学手続書類の提出）を行うこと。ただし、制度を利用す
るためには要件を満たす必要がある。

　　※手続申込には、入学手続書類一式が必要となる。
4 ．�入学手続完了後、2027年 3 月31日（水）16：00までに所定の入学辞退手続を完了した者には、入学金を除く納付金を返

還する。
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4   問い合わせ等について
ａ．�直近の試験問題等は成城大学オフィシャルサイト（https://www.seijo.ac.jp）の「法令に基づく情報

の公表」にて確認することができる。
ｂ．入試問題集（過去 3 年度分）は、無料にて入手できる。
ｃ．入試問題集および入学試験に関する一切の問い合わせは、本学入学センターにすること。

電　　話 03-3482-9100

e - m a i l admission@seijo.jp

受付時間 平　日： 9 ：00～16：00

（土曜・日曜・祝日・その他大学の休業日（夏期一斉休業期間、年末年始等）を除く。）

5   長期履修学生制度
成城大学大学院法学研究科には、長期履修学生制度があります。

Ａ 制度の概要 長期履修学生制度とは、職業を有している等の事情により、一般の標準修業年限（博士
課程前期 2 年、博士課程後期 3 年）より長い一定の期間にわたり計画的に教育課程を履
修し、修了することを希望する場合に、その計画的な履修を認める制度です。長期履修
期間は、在学年限の範囲内で、 1 年を単位として定めることができます。なお、第 1 学
年からの適用を希望する場合には、入学試験を受けるための出願時に、あわせて所定の
書類を提出して、制度の適用を申請してください。

B 申請について

1 ）対象の課程 博士課程前期・後期

2 ）申請資格 詳細は教務部（電話：03-3482-9045）にお問い合わせください。

3 ）履修期間 在学年限の範囲内（博士課程前期 4 年、博士課程後期 6 年）で、 1 年を単位として長期
履修期間を定めることができます。
・休学期間は、上記期間に含まれません。
・�長期履修学生制度の適用の有無にかかわらず、在学年限内に修了することができない

場合には除籍の対象となりますのでご注意ください。
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4 ）授業料 一般の標準修業年限分の授業料に相当する額を、長期履修期間に応じて分割納付するこ
とになります。
具体的な納入額、納入時期等については、長期履修の許可時に通知します。

長期履修による授業料年額＝通常の授業料年額×一般の標準修業年限÷長期履修許可年限

例）博士課程前期で 3年間とする長期履修学生制度の許可を得た場合

区分 各年度の授業料納付額 修了までの
授業料総額

一般学生
（標準修業年限 2 年）

1 年目
570,000円

2 年目
570,000円

1,140,000円

長期履修学生
（ 3 年の標準修業年限
期間の適用）

1 年目
380,000円

2 年目
380,000円

3 年目
380,000円

1,140,000円

※上記は最新年度の授業料年額（施設費を除く）による例です。
※�在学 1 年後（博士課程後期は 2 年も含む）に長期履修学生制度の適用を受ける場合は、入学時に長

期履修許可を得た場合よりも授業料総額は高くなりますのでご注意ください。

5 ）申請時期 出願時

6 ）申請方法 出願書類の他に下記の書類を提出してください。
・長期履修学生制度適用申請書（入学志願者用）（様式 1 − 1 ）
・長期履修計画書（入学志願者用）（様式 3 − 1 ）
・申請資格を満たしていることが確認できる書類（在職証明書等）
・その他研究科が必要と認める書類
※提出された申請書類は、返却いたしません。
様式 1 − 1 と様式 3 − 1 については、次の本学インターネット・サイトよりダウンロー
ドしてください。
https://www.seijo.ac.jp/students/univ-system/longterm-student/

7 ）結果通知 適用の可否は、合格者発表後、教務部より別途通知します。

C その他 長期履修学生制度の適用を受けた後に、事情により適用される標準修業年限の期間の変
更を希望する場合は、 1 回に限り変更（延長または短縮）することができます（博士課
程前期 1 年次生、後期 1 ・ 2 年次生のみ対象）。
また、長期履修学生制度に関するお問い合わせは教務部（電話：03-3482-9045）にて受
け付けます。

2
0
2
7
年
度
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出願を開始する前に、次の4点について、予め準備してください。
①メールアドレス（登録に必須です。志願者が常時受信可能なアドレスをご用意く
ださい。）
なお、メールアドレス登録時に、正常にメールが届くか否かのテスト（疎通確認）
を行います。また、携帯通信キャリアのメールアドレスを登録する場合は、事前
に「＠eraku-p.jp」「@seijo.jp」からの受信を許可するように設定しておいてく
ださい。

②顔写真データ
顔写真は、試験時に本人確認用として、また、入学時には学生証用としても使用
します。

③封筒（出願書類の郵送用です。大きさは、長形3号又は角形2号を推奨します。）
④出願書類（ 4頁から 5頁までを参照してください。）

登録する顔写真データの規格

ⓐ本人のみが写っているもの
ⓑ出願前3か月以内に撮影したもの
ⓒカラーのみ可（モノクロ不可）
ⓓ上半身、正面向き、脱帽、マスクなし、背景のないもの
ⓔピントが合っていて、顔が鮮明に写っているもの
ⓕ画像に加工を施していないもの
ⓖメガネ着用の場合、フレームが目に重なっていないもの。レンズは無色透明に限る。
ⓗファイルサイズが10MB以下であるもの
ⓘファイル形式がJPEG又はPNGであるもの
※顔が大きすぎる又は小さすぎる、髪の毛が顔にかかっているなど、顔が判別しづら
いものは受け付けません。

事前準備STEP
1

事前準備 WEB出願サイトに
アクセス

出願情報及び志願者
情報の入力並びに
顔写真データの登録

WEB出願情報等
の登録完了

入学検定料
の支払い

出願書類の
提出

受験票の交付
（ダウンロード
及び印刷）

STEP6 出願書類の提出までを出願期間（4頁参照）内に完了してください。

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6 STEP7

POST 受験票

WEB出願手続
　出願にあたっては、まず、パソコン、スマートフォン又はタブレットからインターネット上で「WEB出願
サイト」にアクセスして出願情報等の登録を行います。その後、入学検定料の支払いと郵送による出願書類
の提出を行います。詳細は、以下を確認してください。
　なお、WEB 出願ができない場合は、入学センターまでお問い合わせください。

1．出願及び受験票交付の手順
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成城大学入試情報サイト「成城ブリッジ」の「大学院入試」紹介ページ内にある
「WEB 出願サイト」にアクセスしてください。初めて出願する方は、「初めて出願
の方」を選択し、サイトへの登録を行ってください。
既にサイトへの登録が済んでいて「ログインID」が発行されて付与されている方は、
「マイページへログイン」を押下してください。 

成城ブリッジ「大学院入試」 紹介ページ　
https://admission.seijo.ac.jp/graduate 

成城大学大学院
WEB出願サイトに
アクセス

STEP
2

WEB出願サイトのログインにはワンタイムパスキーを使用します。

セキュリティ対策のため、ログイン時に一度だけ使えるワンタイムパスキーを、
ログインの都度発行しています。

（1）出願情報（志願研究科、入試区分、希望指導教員等）の入力
画面の指示に従って、志願研究科や専攻、入試区分等を選択し、「進む」を押下
してください。

（2）志願者情報の入力
志願者の氏名、電話番号、住所、学歴等といった志願者情報を入力してください。
●氏名欄には、漢字使用圏出身である志願者は漢字氏名を入力し、漢字氏名が無
い志願者はアルファベットで入力してください。なお、入力できる漢字は、JIS
第1水準漢字及び第2水準漢字並びに一部の文字に限ります。詳細は、WEB 
出願サイトの情報を確認してください。氏名に用いる漢字がこれらに含まれな
い場合には、対応する漢字に置き換えてください。
●入力する住所は、日本国内に限るものとし、本学からの書類が確実に届く住所
を入力してください。

（3）顔写真データの登録
画面の指示に従って、顔写真データをアップロードして登録、「進む」を押下し
てください。

出願情報及び
志願者情報の入力
並びに顔写真データ
の登録

STEP
3

写真や入力内容を確認し、「出願登録を完了する」を押下して、出願情報等の登録を
完了してください。完了後、メールが届きますので、その内容をよくご確認ください。WEB出願情報等

の登録完了
STEP
4

※「ログインID」とは出願登録を行った個人を識別する専用の番号、「WEB受付
番号」とはWEB出願サイトにおいて出願登録単位に振られる番号のことです。

※出願登録完了の画面にも同じ情報が表示されます。画面に表示された「ログイ
ンID」は必ずメモをしておいてください。マイページへのログインに必要で
す（「WEB受付番号」は処理上の番号なのでメモ等は不要です）。

※メールが到着しない場合は、WEB出願サイトの「よくある質問」に記載され
ている、メールに関する項目を確認してください。

　それでも問題が解決しない場合は、「E楽サポートセンター」（20頁参照）に
「メールが届かない」旨を相談してください。

●！
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出願書類の提出については、 4頁から 5頁までを確認して行ってください。
出願書類の提出STEP

6

出願登録内容及び志願者情報の変更

「出願内容」及び「志願者情報」（住所・電話番号等）の変更には、以下のとおり対応します。なお、変更
依頼は、出願期間最終日を期限として受け付けます。

【変更依頼方法】
以下の内容を記載したメールを「admission@seijo.jp」（成城大学入学センター）宛にお送りください。
■件名：「成城大学大学院　WEB出願登録内容変更依頼」　　
■本文：氏名、生年月日、住所、電話番号、ログインID、出願内容並びに変更項目及び変更内容

•個人の特定を厳密に行うために、メール本文には上に示すすべての項目について記載して
ください。
•変更すべき項目と内容がわかるように、メール本文を記載してください。

入学センターからの変更を受理した旨の返信をもって、登録内容の変更が完了となります。

問い合わせ先

●WEB出願サイトの操作方法などに関する問い合わせ
　例）ログインできない、メールが届かない、など
　E楽サポートセンター　 TEL：03-5957-5345　
　受付時間：出願期間の平日9時～16時　

●出願書類・受験科目などに関する問い合わせ
　成城大学入学センター　TEL：03-3482-9100
　受付時間：平日9時～16時
　　　　　　（土曜・日曜・祝日・その他大学の休業日（夏期一斉休業期間、年末年始等）を除く。）

受験票の受領

出願手続完了

受験票の交付
（ダウンロード
及び印刷）

STEP
7

入学検定料及び出願書類の確認を取ることができた後に、WEB出願システムにより
受験票を交付します。
試験日の1週間前までに、登録したメールアドレス宛に受験票発行の通知メールをお
送りします（受験票は、郵送されません）。
WEB出願サイトのマイページにログインして、受験票のファイルをダウンロードし
てください。これをA4サイズ縦向きに印刷し、印刷した受験票を試験当日に持参し
てください。
なお、試験日の1週間前までに受験票交付についてのメールがない場合は、入学セン
ターに速やかに連絡してください。

ここまでを、出願期間（4頁参照）内に完了してください。

入学検定料の支払いについては、 4頁を確認して行ってください。
入学検定料の
支払い

STEP
5
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法学研究科案内

1   法学研究科の概要

　大学院法学研究科は、高度な法律学の教育を行い、十分な研究能力や高度の専門性ある職業等に必要な能力を

養うことによって、現代における政治、経済、社会問題の多様化・国際化に対応できる人材を育成することを目

指して、 1987年 4 月に法律学専攻の修士課程として出発した。しかし、法律学研究に対する社会的な期待の高ま

りに応えるためには、修士課程のみに止まらず、理論および応用の両面からこの学問に取り組み、法律学の発展

に寄与し、かつ、研究者として自立した研究活動を行うことができる人材や、高度の研究能力と学識をもって高

度に専門的な業務に従事することができる人材を育成するための態勢をつくることが重要であるとの認識が強く

なり、1993年からは博士課程後期を設置して本格的な大学院としての研究・教育態勢を整え、今日に至っている。

　本研究科は、修業年限 5 年の博士課程であるが、これは 2 年間の博士課程前期と 3 年間の博士課程後期に区分

され、博士課程前期を修了することにより修士の学位を取得することができ、博士課程後期を修了することによ

り博士の学位を取得することができる。これまで、博士課程前期には成城大学の卒業生のほか、他大学の卒業生

も多数入学し、博士課程後期にも、本研究科の博士課程前期修了者のほか、他大学大学院で修士の学位を取得し

た人が多数入学している。本研究科のカリキュラムは、各教員がその専門とする分野に関する授業を行う授業科

目（「…研究」や「…特殊研究」という科目名になっている。）と、個々の学生がその指導教員から受ける、論文

指導を中心とした研究指導で構成されているが、研究指導はもとより授業科目においても、少人数でのゼミナー

ル的な形態で密度の高い授業が行われている。また、博士課程後期では、必要な場合には指導教員の許可の下に、

指導教員以外の教員からも論文指導を受けることができるようになっている。

　本研究科では、セメスター制をとっており、各科目は 2 単位が配当され半年で完結するようになっている。こ

れにより、学生は各自の問題関心に最も即した科目を選択して集中的に履修することができるほか、在学中に海

外留学をするような場合にもその時期を適切に選ぶことができる。各教員が開講している授業科目の内容は、そ

の分野について、一方で基礎的な研究能力を養うこと、他方で、それを踏まえて特殊・個別的なテーマを扱う能

力を養うことを目指している。前者との関連では、方法論的な訓練と基礎理論研究に力を入れ、後者との関連では、

社会の最先端にある法律問題にも目を向けて、企業実務や行政サービスの観点からもこれに取り組むことができ

るように工夫されている。このような授業科目の内容設定は、博士課程後期においてばかりでなく、博士課程前

期の教育においても良い効果をもたらしている。また、本研究科教員の専門分野は、国内実定法の各分野を中心に、

国際法、行政学、国際関係論そして法哲学等にも亘っており、学生の多様な問題関心に応えるための努力が続け

られている。

　このように本研究科は、法律学研究に関心を持って大学院への入学を希望する方々が、充実した大学院生活を

送り、有意義な進路を切り開いて行くことができるように努めており、今後も一層の努力を重ねて行くつもりで

ある。

法
学
研
究
科
案
内



─ 22 ─

入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

法学研究科は、その教育の基本理念のもと、次のような学生を求めています。

博士課程（前期）

（ 1 ）　前期課程での学修に必要な基礎学力を持つ者。
（ 2 ）　専攻分野に関する専門知識を備えている者。
（ 3 ）　�専攻分野に対して深い関心と興味を抱き、明確な問題意識と研究計画をもって研究に取り組む意

欲を有する者。

一般入試 社会人入試 外国人入試 学内推薦入試

筆記試験 面接・口述試験 筆記試験 面接・口述試験 筆記試験 面接・口述試験

（ 1 ） ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 〇

（ 2 ） ◎ 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 〇

（ 3 ） ◎ ◎ ◎ ◎

（備考）◎：特に対応している。　　〇：対応している。

博士課程（後期）

（ 1 ）　専攻する分野において、将来、専門研究者となりうる素質・能力を持つ者。
（ 2 ）　専攻分野に関する高度な専門知識を備えている者。
（ 3 ）　独創的な研究を行う旺盛な意欲を有する者。

一般入試 社会人入試 外国人入試

筆記試験 面接・口述試験 面接・口述試験 筆記試験 面接・口述試験

（ 1 ） ◎ 〇 ◎ ◎ 〇

（ 2 ） ◎ 〇 ◎ ◎ 〇

（ 3 ） ◎ ◎ ◎

（備考）◎：特に対応している。　　〇：対応している。

開設科目および担当教員

　2026年度の開講科目の概要は、次のとおりである。詳細は、後掲の「科目および担当者一覧表」を参
照されたい。

研究指導担当者 授業科目数（研究指導を除く）

博士課程前期 22人
（教授17、准教授 5 ）

66（うち 1 科目は非常勤講師による担当、
21科目は休講）

博士課程後期 17人
（教授17、准教授 0 ） 63（うち29科目は休講）
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研究施設

　法学研究科学生専用の共同研究室 1 室と大学院演習室 2 室（学部共用）があるほか、大学図書館、法学資
料室を利用することができる。

文献・資料

　大学図書館に国内外の法律関係の図書・資料を整備するほか、法学資料室には国内外の法令集・判例集の
ほか、雑誌・紀要・論文集、更には院生研究室や自宅等外部からも利用可能な国内外のオンライン法情報デー
タベースも豊富に備えている。

研究科学生の状況

　2026年 5 月 1 日現在の学生数は、博士課程前期 6 名、博士課程後期 1 名の合計 7 名である。本研究科のこ
れまでの修了者（学位を取得した者）は、修士課程または博士課程前期を修了した38期180名の修士と博士課
程後期を修了した10名の博士で、それらの修了者あるいは博士課程後期の単位修得退学者は、研究者（大学
教員）、法曹、公務員となったり、専門知識を活かせる企業や機関等に就職したりして、その進路は多様であ
る。

社会人・外国人への対応

　本研究科は、入試方法にも工夫をこらしながら、社会人や外国人留学生の受入れを積極的に行っている。
2 単位制のカリキュラムは、社会人の研修に適切であると思われるし、外国人留学生に対しては、日本語の
力を補うための学生によるチューター制度も実施している。また、本大学院全体の措置として、外国人留学
生のための授業料等減免制度もある。
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2   研究指導・授業科目および担当教員

科目および担当者（2026年度実績）一覧表
※2027年度の開講を保証するものではありません。

博士課程前期

法哲学研究Ⅰ
法哲学研究Ⅱ
法哲学研究指導A
法哲学研究指導B

本年度休講

法制史研究Ⅰ（ヨーロッパ法制史関連文献講読） 非常勤講師 周　圓

法制史研究Ⅱ 本年度休講

憲法研究Ⅰ
憲法研究Ⅱ
憲法研究指導ⅠA
憲法研究指導ⅠB

准教授 田中　美里

憲法研究Ⅲ（アメリカ憲法学の現在を読む（ 1 ））
憲法研究Ⅳ（アメリカ憲法学の現在を読む（ 2 ））
憲法研究指導ⅡA
憲法研究指導ⅡB

教授 松田　浩

憲法研究Ⅴ
憲法研究Ⅵ
憲法研究指導ⅢA
憲法研究指導ⅢB

教授 栗島　智明

行政法研究Ⅰ（ドイツ行政法学の基礎研究）
行政法研究Ⅱ（ドイツ行政法判例の基礎研究）
行政法研究指導ⅠＡ（行政法修論構想指導）
行政法研究指導ⅠＢ（行政法修論執筆指導）

教授 村上　裕章

行政法研究Ⅲ
行政法研究Ⅳ
行政法研究指導ⅡＡ
行政法研究指導ⅡＢ

本年度休講 

税法研究Ⅰ
税法研究Ⅱ 本年度休講

行政学研究Ⅰ（公共政策の研究）
行政学研究Ⅱ（地方政治行政の研究）
行政学研究指導Ａ
行政学研究指導Ｂ

教授 打越　綾子

民法研究Ⅰ（ドイツ担保法を知る）
民法研究Ⅱ（続・ドイツ担保法を知る）
民法研究指導ⅠA
民法研究指導ⅠB

教授 池田　雅則

民法研究Ⅲ
民法研究Ⅳ
民法研究指導ⅡＡ（現代民法学の諸課題）
民法研究指導ⅡＢ（現代民法学の諸課題）

教授 川　淳一
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民法研究Ⅴ（EU私法研究）
民法研究Ⅵ（EU私法研究）
民法研究指導ⅢＡ（現代民法学研究～修士論文執筆に向けて）
民法研究指導ⅢＢ（現代民法学研究～修士論文の完成に向けて）

教授 亀岡　倫史

民法研究Ⅶ
民法研究Ⅷ
民法研究指導ⅣＡ
民法研究指導ⅣＢ

教授 山本　弘明

民法研究Ⅸ（ドイツ担保法研究）
民法研究Ⅹ（ドイツ担保法研究）
民法研究指導ⅤＡ
民法研究指導ⅤＢ

教授 森永　淑子

商法研究Ⅰ
商法研究Ⅱ
商法研究指導ⅠＡ
商法研究指導ⅠＢ

准教授 堀井　拓也

商法研究Ⅲ（Commercial Law 3 ）
商法研究Ⅳ（Commercial Law 4 ）
商法研究指導ⅡＡ（Commercial Law Research 2 ）
商法研究指導ⅡＢ（Commercial Law Research 2 ）

教授 山田　剛志

商法研究Ⅴ
商法研究Ⅵ
商法研究指導Ⅲ A
商法研究指導Ⅲ B

本年度休講 

労働法研究Ⅰ（外国労働法研究）
労働法研究Ⅱ（外国労働法研究（文献研究））
労働法研究指導Ａ
労働法研究指導Ｂ

准教授 後藤　究

経済法研究 本年度休講 

知的財産法研究 本年度休講 

民事訴訟法研究Ⅰ（民事訴訟の判例研究）
民事訴訟法研究Ⅱ（民事訴訟の判例研究）
民事訴訟法研究指導Ⅰ A（民事訴訟の研究基礎）
民事訴訟法研究指導Ⅰ B（民事訴訟法の研究基礎）

教授 町村　泰貴

民事訴訟法研究Ⅲ
民事訴訟法研究Ⅳ
民事訴訟法研究指導Ⅱ A
民事訴訟法研究指導Ⅱ B

本年度休講

刑法研究Ⅰ
刑法研究Ⅱ
刑法研究指導ⅠＡ
刑法研究指導ⅠＢ

本年度休講

刑法研究Ⅲ（日本における理論刑法学の現在）
刑法研究Ⅳ（ドイツ刑法学の基礎知識）
刑法研究指導ⅡＡ（修士論文の作成指導）
刑法研究指導ⅡＢ（修士論文の作成指導）

教授 鋤本　豊博

刑法研究Ⅴ
刑法研究Ⅵ
刑法研究指導ⅢＡ
刑法研究指導ⅢＢ

准教授 足立　友子
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刑事訴訟法研究Ⅰ（取調べ可視化論）
刑事訴訟法研究Ⅱ（法と心理）
刑事訴訟法研究指導Ａ（論文執筆方法論 1 ）
刑事訴訟法研究指導Ｂ（論文執筆方法論 2 ）

教授 指宿　信

国際法研究Ⅰ（国際裁判所判決等読解）
国際法研究Ⅱ（国際法文献講読）
国際法研究指導ⅠＡ
国際法研究指導ⅠＢ

教授 坂巻　静佳

国際法研究Ⅲ（武力行使禁止規範に関する研究）
国際法研究Ⅳ（国際組織法に関する研究）
国際法研究指導ⅡＡ
国際法研究指導ⅡＢ

准教授 佐藤　量介

国際私法研究Ⅰ（国際私法と統一（私）法との関係）
国際私法研究Ⅱ（国際契約の準拠法）
国際私法研究指導Ａ（修士論文指導）
国際私法研究指導Ｂ（修士論文指導）

教授 桑原　康行

国際関係論研究Ⅰ
国際関係論研究Ⅱ
国際関係論研究指導Ａ
国際関係論研究指導Ｂ

教授 福田　宏

比較法研究
比較法研究指導 A
比較法研究指導 B

本年度休講 

外国法研究Ⅰ
外国法研究Ⅱ
外国法研究Ⅲ

本年度休講 

ロシア法研究指導 A
ロシア法研究指導 B 本年度休講 

ラテンアメリカ法研究指導 A
ラテンアメリカ法研究指導 B 本年度休講 

国際政治史研究Ⅰ（日本の植民地における法制史）
国際政治史研究Ⅱ（ロシアから見た19世紀から20世紀の東アジア国際政治史）
国際政治史研究指導Ａ（修士論文指導Ⅰ）
国際政治史研究指導Ｂ（修士論文指導Ⅱ）

教授 麻田　雅文

比較政治学研究 本年度休講 

法学政治学特別研究 本年度休講
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博士課程後期

法哲学特殊研究Ⅰ
法哲学特殊研究Ⅱ
法哲学研究指導 A
法哲学研究指導 B

本年度休講 

法制史特殊研究Ⅰ
法制史特殊研究Ⅱ 本年度休講 

憲法特殊研究Ⅰ 
憲法特殊研究Ⅱ
憲法研究指導Ⅰ A
憲法研究指導Ⅰ B

本年度休講 

憲法特殊研究Ⅲ（アメリカ憲法学の現在を読む（ 1 ））
憲法特殊研究Ⅳ（アメリカ憲法学の現在を読む（ 2 ））
憲法研究指導Ⅱ A
憲法研究指導Ⅱ B

教授 松田　浩

憲法特殊研究Ⅴ
憲法特殊研究Ⅵ
憲法研究指導ⅢＡ
憲法研究指導ⅢＢ

教授 栗島　智明

行政法特殊研究Ⅰ（ドイツ行政判例の応用研究）
行政法特殊研究Ⅱ（ドイツ行政判例の応用研究）
行政法研究指導ⅠＡ（行政法博論構想指導）
行政法研究指導ⅠＢ（行政法博論執筆指導）

教授 村上　裕章

行政法特殊研究Ⅲ 
行政法特殊研究Ⅳ
行政法研究指導ⅡＡ
行政法研究指導ⅡＢ

本年度休講 

税法特殊研究Ⅰ
税法特殊研究Ⅱ 本年度休講

行政学特殊研究Ⅰ（公共政策の研究）
行政学特殊研究Ⅱ（地方政治行政の研究）
行政学研究指導Ａ
行政学研究指導Ｂ

教授 打越　綾子

民法特殊研究Ⅰ（ドイツ担保法制の現在を知る）
民法特殊研究Ⅱ（続・ドイツ担保法制の現在を知る）
民法研究指導Ⅰ A
民法研究指導Ⅰ B

教授 池田　雅則

民法特殊研究Ⅲ
民法特殊研究Ⅳ
民法研究指導ⅡＡ（現代民法学の諸課題）
民法研究指導ⅡＢ（現代民法学の諸課題）

教授 川　淳一

民法特殊研究Ⅴ（EU私法研究）
民法特殊研究Ⅵ（EU私法研究）
民法研究指導Ⅲ A（現代民法学研究～博士論文執筆に向けて）
民法研究指導Ⅲ B（現代民法学研究～博士論文の完成に向けて）

教授 亀岡　倫史

民法特殊研究Ⅶ 
民法特殊研究Ⅷ
民法研究指導Ⅳ A
民法研究指導Ⅳ B

教授 山本　弘明
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民法特殊研究Ⅸ（ドイツ担保法研究）
民法特殊研究Ⅹ（ドイツ担保法研究）
民法研究指導Ⅴ A
民法研究指導Ⅴ B

教授 森永　淑子

商法特殊研究Ⅰ 
商法特殊研究Ⅱ
商法研究指導ⅠＡ
商法研究指導ⅠＢ

本年度休講 

商法特殊研究Ⅲ（Commercial Law 3 ）
商法特殊研究Ⅳ（Commercial Law 4 ）
商法研究指導ⅡＡ（Commercial Law Research 2 ）
商法研究指導ⅡＢ（Commercial Law Research 2 ）

教授 山田　剛志

商法特殊研究Ⅴ 
商法特殊研究Ⅵ
商法研究指導Ⅲ A
商法研究指導Ⅲ B

本年度休講 

労働法特殊研究Ⅰ
労働法特殊研究Ⅱ
労働法研究指導Ａ
労働法研究指導Ｂ

本年度休講 

経済法特殊研究 本年度休講 

知的財産法特殊研究 本年度休講 

民事訴訟法特殊研究Ⅰ（民事訴訟の判例研究）
民事訴訟法特殊研究Ⅱ（民事訴訟の判例研究）
民事訴訟法研究指導Ⅰ A（民事訴訟法の研究深化）
民事訴訟法研究指導Ⅰ B（民事訴訟法の研究深化）

教授 町村　泰貴

民事訴訟法特殊研究Ⅲ 
民事訴訟法特殊研究Ⅳ
民事訴訟法研究指導Ⅱ A
民事訴訟法研究指導Ⅱ B

本年度休講 

刑法特殊研究Ⅰ
刑法特殊研究Ⅱ
刑法研究指導ⅠＡ
刑法研究指導ⅠＢ

本年度休講

刑法特殊研究Ⅲ（日本における理論刑法学の現在）
刑法特殊研究Ⅳ（ドイツ刑法学の基礎知識）
刑法研究指導ⅡＡ（博士論文の作成指導）
刑法研究指導ⅡＢ（博士論文の作成指導）

教授 鋤本　豊博

刑事訴訟法特殊研究Ⅰ（取調べ可視化論）
刑事訴訟法特殊研究Ⅱ（法と心理）
刑事訴訟法研究指導Ａ（論文執筆方法論 １ ）
刑事訴訟法研究指導Ｂ（論文執筆方法論 ２ ）

教授 指宿　信

国際法特殊研究Ⅰ（国際裁判所判決読解）
国際法特殊研究Ⅱ（国際法文献講読）
国際法研究指導ⅠＡ
国際法研究指導ⅠＢ

教授 坂巻　静佳

国際法特殊研究Ⅲ 
国際法特殊研究Ⅳ
国際法研究指導ⅡＡ
国際法研究指導ⅡＢ

本年度休講 
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国際私法特殊研究Ⅰ（国際私法と統一（私）法との関係に関する研究）
国際私法特殊研究Ⅱ（国際契約の準拠法に関する研究）
国際私法研究指導Ａ（博士論文指導）
国際私法研究指導Ｂ（博士論文指導）

教授 桑原　康行

国際関係論特殊研究Ⅰ
国際関係論特殊研究Ⅱ
国際関係論研究指導 A
国際関係論研究指導 B

教授 福田　宏

比較法特殊研究 
比較法研究指導 A
比較法研究指導 B

本年度休講

外国法特殊研究Ⅰ
外国法特殊研究Ⅱ
外国法特殊研究Ⅲ

本年度休講

ロシア法研究指導 A
ロシア法研究指導 B 本年度休講

ラテンアメリカ法研究指導 A
ラテンアメリカ法研究指導 B 本年度休講

国際政治史特殊研究Ⅰ（日本の植民地における法制史）
国際政治史特殊研究Ⅱ（ロシアから見た19世紀から20世紀の東アジア国際政治史）
国際政治史研究指導Ａ（博士論文執筆指導Ⅰ）
国際政治史研究指導Ｂ（博士論文執筆指導Ⅱ）

教授 麻田　雅文

比較政治学特殊研究 本年度休講
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専任教員の紹介
研究の特徴・最近の研究テーマ・学生への希望など

法哲学担当
教授
浦山　聖子

　主な専門は、英米の現代正義論である。とりわけ、多文化主義、グローバ
ルな分配的正義論、移民の正義論の三つを中心にこれまで研究を行ってきた。
大学院の授業では、現代正義論の様々なテーマについて、英語の文献の講読
を行う予定である。

憲法担当

教授　
松田　浩

　主たる研究関心は、①アメリカ合衆国憲法の修正一条（言論・出版の自
由）理論の歴史と現代的変容、②日本の憲法史・憲法理論史における合衆国
憲法原理の受容過程、である。大学院では、日本憲法の理論的、実態的な問
題点について明確な意識をもちつつ、広く英米圏の議論を検討したいと考え
ている。

教授　
栗島　智明

　私自身はこれまで、憲法学（ないし、広く公法学）の幅広いテーマについ
て、主としてドイツ法との比較の視点で研究を進めてきた。具体的には、人
権の領域では、学問の自由や、広く基本権総論（比例原則、制度的保障等）
に関心を持っており、統治機構の領域では、司法権（違憲審査制）、国家安
全保障、文民統制について研究を行ってきた。最近は、移民・難民法制につ
いての研究も行っている。
　大学院の授業では、受講者の要望に応じて、ドイツの公法学に関する基本
的文献を講読したいと考えている。

准教授
田中　美里

　フランスの議論を主な比較対象として、憲法上保障されている権利や自由
を、立法や行政活動によって積極的に保護することについて検討している。
この検討を通して、ある社会において、諸個人の権利・自由が十分に保護さ
れているとは、どのような状況を意味するかを考えている。
　大学院では、憲法学に関連する邦語・英語文献を中心に、希望があればフ
ランスの文献を講読する。

行政法担当
教授　
村上　裕章

　研究分野は行政法、特に、行政訴訟法、情報公開法、個人情報保護法であ
る。大学院の演習では、受講者の要望に応じて、フランスまたはドイツの公
法学に関する基本的文献を講読したいと考えている。

行政学担当
教授　
打越　綾子

　主として、自治体における政策形成の研究を行っている。新たな社会問題
が発生した場合に、行政機構がどのような反応を見せるのか、内部のメカニ
ズムに注目しながら分析を試みている。最近では、そうした行政機構の活動
を規定する地域の政治構造の変容に関心を持っている。
　また、動物の福祉に関心を持ち、愛玩動物をめぐる諸課題や野生動物・畜
産動物・実験動物の取扱について、行政学・政策学の見地から研究を進めて
いる。

民法担当

教授
池田　雅則

　主として、担保物権法が研究対象です。とりわけ、伝統的な抵当権や質権
などとは異なり、設定者の有する流動資産を客体とする担保手段の効力につ
いて研究しています。その際、この領域において判例学説における議論の蓄
積がきわめて分厚いドイツ法を比較対象としています。
　そこで、大学院では、ドイツ法を参照しながら、あるべき日本法の姿を探
求できればと考えています。

教授
川　淳一

　私自身は、広い意味での相続の過程を支える法的枠組みの検討を通じて、
近代所有権論と家族関係論にアプローチすることを目指しています。大学院
では、私のテーマにこだわらず、むしろ、共通智の蓄積への貢献を果たすた
めの作法を、ともに勉強していきたいと思っています。
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民法担当

教授
亀岡　倫史

　履行補助者論、使用者責任論など契約責任と不法行為責任の交錯領域にお
ける「他人の行為についての責任」についてドイツ法と比較しながら研究を
おこなってきた。また、消費者契約をはじめとする現代型契約の基礎的・実
務的研究や介護保険法、成年後見制度などに示されている高齢者福祉問題の
あり方などの今日的な課題にも関心があり、これらの問題についても研究を
すすめているところである。
　大学院では、民法分野における重要な学術論文をいくつかピックアップし、
それらを批判的に検討することを通じて、学会の動向、学説の進展などを的
確に押さえるとともに、論文執筆の基礎となる文献の読み込み方、書き方な
どを身に付けることをも目的としたい。また、外国文献についても、参加者
の関心と希望に応じて採りあげる。

教授
山本　弘明

　民法は合理的な人間像を前提としたうえで、いろいろな制度・原則を用意
しています。しかし、消費者というものは非合理的な行動をとってしまうこ
とがしばしばあります。そうしますと、民法が従来想定していた制度をその
まま利用するのでは、必ずしも消費者を保護することができません。そこで、
非合理的な行動をとってしまう消費者という視点から、民法を再検討する研
究を行っています。
　大学院では、消費者法を含めドイツ民法に関する論文の輪読を行い、ドイ
ツ法の現状を学ぶとともに、日本法の理解を深めていけるようにしたいと
思っています。

教授　
森永　淑子

　これまで、保証や抵当権をめぐる法律関係・とくに債務者―債権者という
二当事者関係にかかわりをもった、保証人や物上保証人などの第三者の法的
地位を主な研究対象としてきました。その一環として、日本法の議論を相対
化するという観点からドイツ法を素材とした研究も行っています。
　大学院では、基本的に担保法に関する文献を読みながら、日本法への批判
的な検討を行う視点を獲得することも目指したいと思います。

商法・会社法
担当

教授　
山田　剛志

　現在、会社法・金融法のうち、コーポレート・ガバナンスに関する研究、
資本市場法制に関する研究並びに金融取引に関する比較法的な研究を行って
いる。会社分野では、企業結合法、とりわけ会社支配権を巡る敵対的買収と
防衛策について、アメリカ法と比較しながら研究を行っている。また資本市
場に関しては、ドイツの資本市場法制と比較しながら、主に投資家保護に関
する法制度を研究している。最近では、資本市場における情報の平等に興味
があり、あるべき市場規制法制について検討を加えている。
　講義においては、アメリカ及びドイツの基本的な文献を検討して、有るべ
き市場規制法制について、取り上げて検討する。

准教授　
堀井　拓也

　株式会社のファイナンス（資金調達）をめぐる利害関係の調整を中心に研
究してきた。現在は、ファイナンスの場面における適切な権限分配と権限行
使の基準を研究している。解釈論にとどまらず、立法論的な提案を行うこと
が目標となる。
　大学院の授業では、受講生の研究分野を考慮しつつ、最新のアメリカ（政
治学や経済学的な議論を含む）およびフランス（民法学における議論を含
む）会社法の議論を取り上げる予定である。
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労働法担当
准教授
後藤　究

　プラットフォームワークやフリーランスに代表されるように、従来の雇用
労働の枠組みでは捉えきれない自営的就労を行う個人が増えつつある今日に
おいて、就労者をどのようにして保護すべきか。このようなことに関心を抱
き、ドイツ法・EU法との比較法研究を進めています。
　大学院の授業では、ドイツ労働法・EU労働法の基本文献の輪読を行うこ
とを予定していますが、受講生の興味関心に応じて、適宜柔軟に取り扱うト
ピックや文献を決定したいと思います。

民事訴訟法
担当

教授　
町村　泰貴

　民事訴訟は技術的な性格の強い法制度だが、手続のあり方によっては社会
的な不公正を招く事があり得る。そうした傾向は、特に現代的紛争と呼ばれ
る医療事故紛争や公害・環境紛争について顕著となっていた。最近では、さ
らに消費者紛争や情報ネットワークに関する紛争に解決を迫られる手続的問
題が現われている。こうした分野の研究に加え、比較法的にはフランスを中
心として日本との比較民事紛争処理研究も行なっている。
　大学院では、主としてフランス民事訴訟に関する論文の輪読を行い、比較
法研究の基本的な方法を学んでいきたい。

刑事訴訟法
担当

教授
指宿　信

　専門は、刑事訴訟法です。刑事訴訟法分野では、手続打切り論や証拠開示、
被疑者取調べ、訴訟能力、誤判原因などを研究してきました。また心理学な
どの研究者と共同して、被疑者取調べのあり方や、被疑者被告人の更生を助
ける治療的司法などの研究を進めています。刑事訴訟法学の立場から、イン
ターネット犯罪の捜査や取り締まり、監視の問題などにも関心があります。

刑法担当

教授　
鋤本　豊博

　現代刑法学には未解決の問題や、学理・理論には至っていない解釈論が数
多く存在するので、既に関心を抱くテーマがあれば、それを尊重して共に取
り組んで行くつもりである。
　判例研究を希望する場合には、最新の刑法判例を題材として、 ①事案の分
析と事実認定、②判例法理の抽出、及び、③判例準則の運用に係る方法論の
習得を目的とし、事案処理と理論構成を適切に行えるよう指導できればと思
う。
　また法科大学院（既修者コース）への進学や難関の国家試験を目指してい
る場合には、その目的が実現できるよう助力したい。
　いずれにせよ、入学した個々の院生の「生きた目標」が実現できるよう努
めたいと考えているので、刑法学の研究あるいは学習に真摯に取り組む意欲
のある方は、当法学研究科に入学されたい。

准教授　
足立　友子

　専門は刑法で、とりわけ詐欺罪をはじめとする財産犯を中心に研究をして
いる。
　大学院の授業では、受講者が関心を有している刑法上の問題に関する国内
外の文献を講読することを通して、先行研究を踏まえて知見を得つつ、論文
執筆に向けた問題意識の明確化を図ることを目指す。刑法の研究において、
正確な知識と論理的思考はもちろん重要であるが、論理的つながりだけを追
い求めるパズルのような思考に留まるべきではない。問題意識とその解決に
向けられた筋の通った研究を行い論文を執筆することができるよう、受講者
と議論を重ね、共に高め合いたい。
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国際法担当

教授　
坂巻　静佳

　国際法（国際公法）を専門としており、国家免除や国際海洋法を中心に研
究してきました。近年は、外交領事関係法、航空法、宇宙法についても関心
をもっています。
　大学院では、国際法の規則内容の特定に重要な意義を有する国際司法裁判
所その他の国際裁判所の判決の精読や、国際法に関する文献の読解と検討を
通じて、国際法に関する理解を深めるとともに、国際法学に取り組むための
基礎力の涵養を目指します。

准教授　
佐藤　量介

　全般的には、国際社会における軍事力・暴力の規制の問題に関心がある。
これまでのところ、国連の集団安全保障制度、特に憲章第 7 章に基づき行動
する安全保障理事会による「許可」に係る法的問題について研究を進めてき
ている。最近では、国連憲章を中心とした国際組織法の理論的研究にも取り
組んでいるところである。基本的には英語文献を用いるが、武力行使禁止規
範に関する先行研究及び国際組織法に関する先行研究の文献講読を行うこと
で、受講者における国際法研究に必要な能力の向上に努めていきたい。

国際私法担当
教授　
桑原　康行

　研究分野は、国際取引法で、貿易取引の私法的側面について研究している。
国際私法関係では、国際契約の準拠法について研究している。
　大学院の授業においては、前期は、国際私法の基礎理論、総論上の問題を、
後期は各論上の問題を取り上げ、日本法だけではなく、外国法、国際条約を
も対象として、内外の文献を講読することにしたいと考えている

国際関係論
担当

教授　
福田　宏

　両大戦間期の中央ヨーロッパ諸国、特にチェコスロヴァキアにおける地域
再編論を主たる研究対象としている。この時期には、チェコ地域出身のリ
ヒャルト・クーデンホーフ＝カレルギーによって唱えられた汎ヨーロッパな
ど、戦後のヨーロッパ統合につながるような議論が多数提示されており、現
在の地域統合を考えるうえでも興味深い。
　大学院の授業では、受講者の関心も考慮しながら、21世紀現在の国際関係
も含めて検討していきたい。

国際政治史
担当

教授　
麻田　雅文

　主たる研究分野は20世紀東アジアの国際政治史である。特に、ロシア・ソ
連の極東政策、日露・日ソ関係、そして満洲（中国東北部）をめぐる国際政
治を中心に研究を行ってきた。最近では、日ソ戦争（1945年）に関する一次
資料の分析を通じて、ソ連の対日参戦の背景や戦争の実態、そして戦後の東
アジア国際秩序への影響について研究を深めているところである。
　大学院の授業では、前期は20世紀東アジア国際政治の重要なテーマに関す
る日本語や英語文献を講読し、後期は東アジア国際関係史研究に必要な一次
史料の分析手法を学ぶ。特にロシア・ソ連の東アジア政策と地域秩序の関係
性を多角的に検討し、現代の東アジア情勢を歴史的文脈から理解するための
視座を養いたいと考えている。
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3   科目履修および学位について
⑴　研究指導
　ａ．学生は、指導教員の研究指導を受講しなければならない。
　ｂ．学生は論文の作成、科目の履修、その他研究一般について、指導教員から指導を受ける。
　ｃ．�指導教員は、原則として、入学手続の際に書面で提出された希望に基づいて決められる。法学研究科

が調整をする場合もある。

⑵　博士課程前期
　�　 2 年以上在学して、30単位以上を修得し、修士論文を作成・提出し、審査および最終試験に合格した者

は修士（法学）の学位を得ることができる。

　ａ．最少限度修得すべき単位の内訳は以下のとおりである。

科目
学年 研究指導 授業科目

その他に修士論文
最終試験がある

1 年次 4 単位
11科目（22単位）

2 年次 4 単位

計 8 単位 22単位

※授業科目は半年開講　 1 科目　 2 単位
　研究指導は半年開講　 1 科目　 2 単位

　ｂ．履修科目の選択については指導教員の承認が必要である。

⑶　博士課程後期
　�　 3 年以上在学し、授業科目の授業および指導教員による必要な研究指導を受けて合計16単位以上（研究

指導12単位および授業科目 4 単位以上）を修得し、博士論文を提出し、審査および最終試験に合格した者
は、博士（法学）の学位を得ることができる。

　�　なお、博士課程後期においては、研究上必要がある場合には、教授会の承認を得て副指導教員の指導を
受けることができる。

4   留学制度
　「成城大学学生の外国留学に関する規則」「成城大学大学院認定留学実施要領」ないしは成城大学と海外協
定校が締結している学生交換協定に基づき、成城大学大学院に在籍したまま、海外の大学に協定留学ないし
は認定留学をすることができる。

5   奨学金制度など

　日本学生支援機構奨学金に応募できるほか、本学独自の制度として大学院澤柳奨学金への応募も可能であ
る（所定の要件を満たす場合のみ）。外国人に対しては、本人の申請により授業料等の校納金が減免される制
度がある（35頁も参照）。

成城大学ウェブサイト（奨学金制度）
https://www.seijo.ac.jp/students/campus-life/scholarship/index.html
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6   成城大学私費外国人留学生授業料等減免制度
　成城大学では、私費外国人留学生の経済的負担を軽減し、勉学・研究に支障がないよう、授業料等の減免
を行うことを目的として、私費外国人留学生授業料等減免制度を設けています。

1 . 対象者について

経済的理由により授業料等の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者。
ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

（ 1 ）本学における他の授業料等の軽減措置を受けている者又は受ける予定のある者。
（ 2 ）理由なく授業料等を滞納している者。

2 . 申請の手続について

減免を希望する対象者は、合格通知に同封する案内で申請手続を確認すること。

3 . 選考の基準について

選考基準は次のいずれにも該当することとする。
（ 1 ） �仕送りを受けている場合、その仕送り額から授業料等納入すべき費用の支払いに充てた分を差し引いた

額が平均月額90,000円以下であること。
（ 2 ） 対象者の扶養者で、日本に在住する者がいる場合、その者の年収が500万円未満であること。
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